
 

 

ましょう。 

◆懲戒処分の規定内容 

まず、懲戒処分の規定が

「 あ る 」 企 業 の 割 合 は 

94.6％で、規定のある企業を

対象にその規定の形式を尋

ねたところ、ほとんどの企業

（98.1％）が「就業規則」に

規定していることがわかり

ました。なお、「労働協約」

で定めている企業は 6.4％で

した。 

規定内容は、割合の高い順

に「必要な場合には懲戒処分

を行う旨の規定」（75.7％）、

「 懲 戒 処 分 の 種 類 」

（69.9％）、「懲戒の対象とな

る事由」（61.9％）となって

います。 

 

◆最近５年間における実施

状況 

ここ５年間での懲戒処分

の種類ごとの実施割合は、次

の通りとなっています。 

（１）始末書の提出（42.3％）

（２）注意・戒告・譴責 

（33.3％） 

（３）一時的減給（19.0％） 

（４）降格・降職（14.9％） 

（５）懲戒解雇（13.2％） 

（６）出勤停止（12.3％） 

（７）諭旨解雇（9.4％） 

なお、「いずれの懲戒処分

も実施していない」企業の割

合は 39.0％でした。 

 

◆懲戒処分実施時の手続き 

懲戒処分を実施する際の

手続きとして法律で定めら

れた要件はありませんが、一

般的には「理由の開示」、「本

人の弁明機会の付与」が必要

とされています。 

また、「労働組合や従業員

代表への説明・協議」を行う

ことにより、本人以外の従業

員の納得性を高めることも

できますので、実施する際に

は慎重な配慮が必要です。 

 

“朝活”はココまで進

化！「エクストリーム

出社」 
◆話題の“進化型朝活” 

皆さんは「エクストリーム

出社」なる活動をご存じでし

ょうか。これは、最近マスコ

ミ等でも取り上げられてい

る、話題の“進化型朝活”で

す。 

しばらく前から静かなブ

ームとなっている“朝活”は、

日々の仕事に追われる毎日

の中で、時間を作り出し有効

活用するための方法として、

始業前の朝の時間を、勉強や

趣味などの活動に充てると

いうものです。 

例えば、勉強会に参加した

り、早朝ランをしたり、ヨガ

やジムに通ったり…といっ

たものが一般的ですが、この

「エクストリーム出社」は、

よりアクティブな活動を行う

ものです。 

 

◆サーフィンしてから出社!? 

日本エクストリーム出社協

会の定義によると、エクスト

リーム出社とは、「早朝から観

光、海水浴、登山などのアク

ティビティをこなしたのち、

定時までに出社する」ことで

す。 

サーフィンをしてから出社

する人もいるそうで、「朝から

なんて過激な（extreme）…」

とも思いますが、忙しい現代

人を中心に、レジャーの常識

を覆す新たな遊びとして、静

かなブームとなっているのだ

そうです。 

 

◆意外な効果も… 

疲れて果てて仕事にならな

いのではないかという疑問も

当然出てくるところですが、

もちろん疲れはするものの、

出社してからもテンションが

上がったままで元気で、退社

する頃にどっと疲れが出て急

に眠くなり、その流れで夜は

早寝ができて翌日は早起きで

きるのだとか。 

リフレッシュ効果もあり、

仕事に対するモチベーション

も上がるとのことですので、

一度試してみるのもおもしろ

いかもしれません。 

 

 

 

 

 

◆工事現場の墜落死亡災害

で書類送検 

平成 24 年４月、高架橋の

防風柵新設工事現場で、建設

工事業者の労働者（当時 19

歳）が、つり足場の組み立て

作業中に足場から約 13 メー

トル下の運河上に墜落して

死亡しました。 

労働者につり足場の組立

て作業を行わせる場合は「足

場の組立て等作業主任者技

能講習」を修了した者の中か

ら作業主任者を選任し、作業

主任者に作業の進行状況お

よび保護帽と安全帯の使用

状況を監視させなくてはな

らないところ、この工事業者

は、選任した作業主任者が当

該現場に不在であり作業の

進行状況と安全帯の使用状

況を監視していないことを

知りながら、被災労働者らに

作業をさせていたことが判

明しました。 

亀戸労働基準監督署は、工

事業者と工事部長を労働安

全衛生法違反の疑いで、平成

25 年９月に東京地方検察庁

に書類送検しました。 

◆労基署関連のドラマがス

タート 

労基署が送検を行うのは

特に重大な事案の場合に限

られますが、「労働安全衛生

法違反」以外にも、「労働基

準法違反」や「最低賃金法違

反」等で送検を行うことがあ

ります。 

なお、この 10 月から、労働

基準監督官を主人公とした

ドラマ「ダンダリン」（日本

テレビ・水曜 22 時～）の放

送がスタートしたこともあ

り、今後、労働基準監督署や

労働基準監督官に注目が集

まるかもしれません。 

 

企業における「懲戒

処分」の実施状況

は？ 
◆労働政策研究・研修機構の

調査 

近年、労使トラブルは増加

傾向にありますが、それに伴

い懲戒処分を実施する（また

は実施を検討する）企業も増

えているようです。 

ここでは、独立行政法人労

働政策研究・研修機構から今

年７月末に発表された「従業

員の採用と退職に関する実

態調査」（常用労働者 50 人

以上を雇用している全国の

民間企業 5,964社が回答）の

結果から、企業における懲戒

処分の状況について見てみ

労働基準監督署によ

る最近の送検事例（労

災関連） 
◆東京労働局が送検事例を

公表 

東京労働局では、労働基準

監督署が送検した事例をホ

ームページ上で公表してい

ます。ここでは、労災事故に

関連した最近の送検事例を

見てみましょう。 

◆労災かくしで道路旅客運

送業者を書類送検 

平成 24 年２月、タクシー

会社の駐車場で労働者がハ

イヤーを洗車していたとこ

ろ、転倒して手首を骨折し、

休業４日以上に及ぶ労災事

故が発生しました。 

労働安全衛生法では、「休

業４日以上」を要する労災に

ついては、遅滞なく所轄労働

基準監督署長に「労働者死傷

病報告」を提出することを義

務付けていますが、この会社

は労災の発生を隠ぺいする

ため報告書を提出していま

せんでした。 

中央労働基準監督署は、タ

クシー会社と営業所長を労

働安全衛生法違反の容疑で、

平成 25 年８月に東京地方検

察庁に書類送検しました。 
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